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 報 道 発 表 
 

浜松市はままつ夢基金事業費補助金にかかる選考結果について 

 
 

浜松市では、平成 15 年４月から、市民、市民活動団体、事業者が互いに支え合う地

域社会を目指し、寄附文化の機運を高めることを目的として、「浜松市はままつ夢基金」

を設置・運用しています。 

このたび、団体提案及び事業提案に関して、各 1 件の申請がありましたので、 

令和 6年 3月 6日（水）開催の浜松市市民協働推進委員会において審査を実施し、下記の

とおり決定しましたのでお知らせします。 

 

記 

 

１ 事業提案…希望寄附を活用した事業の提案 

（１） 団  体  特定非営利活動法人浜松日本語日本文化研究会 

（２） 事 業 名  外国人児童生徒への日本語・教科学習支援事業 

（３） 提案内容  ・地域の施設における学習会の開催 

          ・学校への指導者派遣 

          ・幼稚園での日本語の語彙力や音韻意識を高める指導 

（４） 選考結果   「採択」 

 

２ 団体登録…希望寄附を受けるための登録 

（１） 団  体  特定非営利活動法人日本ボーイスカウト浜松第 12団 

（２） 活動概要  青少年がその自発的活動により将来地域社会に貢献できるよ

う教育することを目的とするボーイスカウト活動や、野外体

験活動等を通して、青少年の健全育成を図り、社会に貢献す

る。 

（３） 寄附でで  ・無料活動体験会の開催 

きること  ・活動の広報 等 

（４） 選考結果  「登録」 

 
≪はままつ夢基金の概要≫ 

・市民、市民活動団体、事業者からの寄附金を基金に積み立てる。 

・寄附は、支援団体（基金登録団体）を選ぶ「希望寄附」及び「一般寄附」の 2種類。 

・「希望寄附」は、団体支援補助事業として、あらかじめ基金へ登録された市民活動

団体へ助成する。 

・「一般寄附」は、市内の市民活動を幅広く応援するための寄附で、スタートアップ

サポート事業として、設立一年未満の市民活動団体へ助成する。 

・補助金は、市民活動団体からの申請に基づき、市民協働推進委員会の審査を経て交

付される。 


